
○
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
総
理
府
令
第
九
条
の
四
第
四
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
格
付
機
関
及
び
格
付
を
指
定
す
る
件

︵
平
成
七
年
大
蔵
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号
︶
︻
最
終
改
正：

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
︵
金
融
庁
告
示
第
五
十
六
号
︶
︼

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
総
理
府
令
︵
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
︶
第
九
条
の
四
第
五
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す

る
格
付
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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指
定
格
付
機
関
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式
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社
日
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三

指
定
格
付
機
関

ム
︲
デ
ィ
︲
ズ
・
イ
ン
ベ
ス
タ
︲
ズ
・
サ
︲
ビ
ス
・
イ
ン
ク

格
付
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四

指
定
格
付
機
関

ス
タ
ン
ダ
︲
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
︲
ズ
・
レ
︲
テ
ィ
ン
グ
ズ
・
サ
︲
ビ
シ
ズ

格
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五

指
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フ
ィ
ッ
チ
レ
︲
テ
ィ
ン
グ
ス
リ
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ッ
ド
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